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第１章 座間市自殺対策計画のテーマ 
 

 

 

 

かつて自殺は個人の問題と解されていましたが、現在は社会の問題だと言われています。 

過労、育児や介護疲れ、生活困窮、家族との不和、いじめ、孤立…さまざまな社会的要因が複雑

に絡み合う中で、自殺を選択せざるをえなかった追い込まれた末の死であると言われています。 

しかし、彼らはどこかでＳＯＳを出しています。たとえ声を上げなくても、助けを求めてい

るのです。 
 

そのＳＯＳに周りの人たちが気づく 

辛い気持ちに寄り添い、孤立することのないよう彼らとつながる 

自分たちで解決できないことは、知っている人につなぐ 

そうやって周りの人たちが協力し、自殺に追い込まれないような社会を築く 
 

本市はそのようないのちに寄り添う地域社会の構築を目指します。 

 

 

気づく 

悩みを抱える人のＳＯＳに気づく 

 

 

 

 

つなぐ 

 

 

 

 

 

築く 

   自殺に追い込まれないような社会を築く 

 

 

 

  

気づく“つなぐ”築く ～いのちに寄り添う地域社会へ～ 

 

つながる 

本人の辛い気持ちに寄り添い、孤立することのないようつながる 

 

つなぐ 

自分たちで解決できないことは、悩みに応じてそれぞれの関係機関へ

とつなぐ 
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第２章 計画策定にあたって 
１．計画策定の趣旨 

 平成２８年に改正された自殺対策基本法において、すべての都道府県及び市町村に自殺対策

計画の策定が義務づけられたことから、本市においても平成３１年度から令和５年度までの５

か年計画とした、自殺対策計画（第１期）を策定いたしました。令和４年１０月に見直された国

の自殺総合対策大綱との整合性を図りながら、誰も自殺に追い込まれることのない地域社会の

構築を目指し、この度、座間市自殺対策計画（第２期）を策定しました。庁内各課の事業・施策

を生きることの包括的な支援として推進し座間市自殺対策計画のテーマ「気づく“つなぐ”築

く～いのちに寄り添う地域社会へ～」の実現を引き続き、目指します。 

 

２．計画の位置づけ 

 本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に定める市町村自殺対策計画に相当するものです。

座間市総合計画のもと、福祉の分野における部門別計画として策定されている座間市地域福祉

計画の個別計画として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【他の関連計画】 

座間市総合計画 

座間市地域福祉計画 

（座間市成年後見制度利用促進基本計画） 

（座間市再犯防止推進計画） 
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３．計画の期間 

 令和６年度から令和１０年度までの５か年の計画とします。 

また、上位計画である座間市地域福祉計画の改定の際には、必要に応じて中間見直しを行い

ます。 

 

４．持続可能な開発目標への対応 

ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：持続可能な開

発のために達成すべき目標）は、平成２７年９月の国連サミットで採択された国際目標であ

り、１７のゴールとそれぞれの下に、より具体的な１６９のターゲットがあります。 

全ての関係者の役割を重視し、地球上の誰一人取り残さない持続可能な社会の実現を目指し

て、地域における経済・社会・環境など、自殺対策を含めた広範な課題に取り組みます。 
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第３章 本市の自殺の現状 
１．自殺者数と自殺死亡率 

 

○自殺者数と自殺死亡率 

 平成３０年 
平成３１・ 

令和元年 
令和２年 令和３年 令和４年 

座間市 

１６人 １９人 ２５人 １６人 ２４人 

１２．３ 

（－） 

１４．５ 

（＋２．２） 

１９．０ 

（＋４．５） 

１２．１ 

（－６．９） 

１８．２ 

（＋６．１） 

全国 

２０，６６８人 １９，９７４人 ２０，９０７人 ２０，８２０人 ２１，７２３人 

１６．２ 

（－） 

１５．７ 

（－０．５） 

１６．４ 

（＋０．７） 

１６．４ 

（±０） 

１７．３ 

（＋０．９） 

（ ）内は前年の自殺死亡率との増減 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料（自殺者数は自殺日・住居地統計）､座間市町丁字別年齢別人口統計表､

総務省統計局 人口推計をもとに作成 

※自殺死亡率とは、人口１０万人あたりの自殺者数を表したものです。 

 

全国の自殺死亡率は、令和４年に１７.３となっており、過去５年間で最も多い割合となってい

ます。 

本市の自殺死亡率においては、令和２年まで増加していますが、令和３年には令和２年から

６．９減少しています。しかし、令和４年には再び増加に転じ、令和３年から６．１増加し、１

８．２となっています。 
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 性

9 

 性

15  性

11 

 性

12  性

9 

 性

7 

 性

4 

 性

14 

 性

4 

 性

15 

0

5

10
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20

25

30

平成30年

(16)

令和元年

(19)

令和２年

(25)

令和３年

(16)

令和４年

(24)

（人）

２．性別にみる状況 

 

○  別自殺者数（座間市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

 

○  別自殺者割合（平成３０年～令和４年の合計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

「男女別自殺者数（座間市）」を見ると、令和２年、令和４年では、女性の自殺者数が、

男性よりも高くなっています。 

「男女別自殺者割合」を見ると、本市では男性が５６．０％、女性が４４．０％となって

います。全国と比較すると、女性の割合が高くなっています。 

 

 

  

 性

56.0%

 性

67.6%

 性

44.0%

 性

32.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

座間市

（n=100）

全国

(n=104,092)

※( )内の数値は各年における本市の自殺者数の合計を記載しています。 
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0～19歳

1 

0～19歳

2 

20～39歳

3 

20～39歳

5 

20～39歳

9 

20～39歳

6 20～39歳

4 

40〜59歳

7 

40〜59歳

7 

40〜59歳

8 

40〜59歳

7 

40〜59歳

16 

60歳以上

5 

60歳以上

7 

60歳以上

6 

60歳以上

3 

60歳以上

4 

0

5

10

15

20

25

30

平成30年

(16)

令和元年

(19)

令和２年

(25)

令和３年

(16)

令和４年

(24)

（人）

３．年代別に見る状況 

 

○年代別自殺者数（座間市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

 

 

○年代別自殺者割合（平成３０年～令和４年の合計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

 

 

  

0～19歳

3.0%

0～19歳

3.4%

20～39歳

27.0%

20～39歳

23.5%

40～59歳

45.0%

40～59歳

34.1%

60歳以上

25.0%

60歳以上

38.7%

不詳

0.0%

不詳

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

座間市

（n=100）

全国

(n=104,092)

※( )内の数値は各年における本市の自殺者数の合計を記載しています。 
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○年代別の比較（ 性）（平成３０年～令和４年の合計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

 

○年代別の比較（ 性）（平成３０年～令和４年の合計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

「年代別自殺者数（座間市）」を見ると、令和４年では、４０～５９歳の自殺者数が１６人と

特に高くなっています。 

「年代別自殺者割合」を見ると、本市では０～１９歳が３．０％、２０～３９歳が２７．０％、

４０～５９歳が４５．０％、６０歳以上が２５．０％となっています。 

男女別でみると、本市の男性は、若年層から中年層付近の自殺者数が多くなっており、特に

２０～３９歳では全国と比較すると、約１割高くなっています。 

本市の女性では、４０〜５９歳が最も高く、次いで６０歳以上、２０～３９歳が続いており、

全国と比較すると、４０～５９歳が上回っていますが、それ以外の年齢層では、下回っていま

す。  

0～19歳

3.6%

0～19歳

3.1%

20～39歳

33.9%

20～39歳

24.4%

40～59歳

42.9%

40～59歳

35.6%

60歳以上

19.6%

60歳以上

36.7%

不詳

0.0%

不詳

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

座間市

（n=100）

全国

(n=104,092)

0～19歳

2.3%

0～19歳

4.2%

20～39歳

18.2%

20～39歳

21.8%

40～59歳

47.7%

40～59歳

31.0%

60歳以上

31.8%

60歳以上

42.9%

不詳

0.0%

不詳

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

座間市

（n=100）

全国

(n=104,092)
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４．同居人の有無でみる状況 

 

○同居人の有無別自殺者数（座間市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

 

○同居人の有無別自殺者割合（平成３０年～令和４年の合計値） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

「同居人の有無別自殺者数（座間市）」を見ると、令和元年を除き、同居人ありの自殺者数が

同居人なしよりも高くなっています。 

「同居人の有無別自殺者割合」を見ると、本市では同居人ありが６２．０％、同居人なしが３

８．０％となっています。全国と比較すると、同居人ありの割合が低く、同居人なしの割合が高

くなっています。  

あり

62.0%

あり

65.5%

なし

38.0%

なし

33.6%

不詳

0.0%

不詳

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

座間市

（n=100）

全国

(n=104,092)

あり

9 
あり

7 

あり

18 

あり

10 

あり

18 

なし

7 

なし

12 

なし

7 

なし

6 

なし

6 

0

5

10

15

20

25

30

平成30年

(16)

令和元年

(19)

令和２年

(25)

令和３年

(16)

令和４年

(24)

（人）

※( )内の数値は各年における本市の自殺者数の合計を記載しています。 
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５．職業別にみる状況 

 

○職業別自殺者数（座間市） 

○職業別自殺者数（座間市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

 

○職業別自殺者割合（平成３０年～令和４年の合計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

「職業別自殺者数（座間市）」を見ると、令和４年では、有職者が最も高く、次いで年金・雇

用保険等生活者、その他の無職者が続いています。 

「職業別自殺者割合」を見ると、本市では有職者が３５．０％、年金・雇用保険等生活者が２

０．０％と続いています。全国と比較すると、主婦、失業者の割合が高く、年金・雇用保険等生

活者、有職者等の割合が低くなっています。 

  

有職者

35.0%

有職者

38.3%

 生・

生徒等

4.0%

 生・

生徒等

4.6%

主婦

12.0%

主婦

5.4%

失業者

7.0%

失業者

3.6%

年金・雇用

保 等生活者

20.0%

年金・雇用

保 等生活者

25.5%

その他の

無職者

19.0%

その他の

無職者

20.9%

不詳

3.0%

不詳

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

座間市

（n=100）

全国

(n=104,092)

4 
8 9 

6 
8 1 

3 

2 

1 

3 

2 

4 
3 

1 

1 

2 
4 6 

3 

2 

5 
2 

4 

5 

3 

5 

1 

2 

0

5

10

15

20

25

30

平成30年

(16)

令和元年

(19)

令和２年

(25)

令和３年

(16)

令和４年

(24)

有職者  生・生徒等 主婦 失業者 年金・雇用保 等生活者 その他の無職者 不詳

（人）

※( )内の数値は各年における本市の自殺者数の合計を記載しています。 
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家庭問題 健 問題 生活・
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勤務問題   問題  校問題 その他 不詳

座間市 全国

６．原因・動機別にみる状況 

 

○原因・動機別自殺者数（座間市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 
※自殺の原因・動機は、複数の要因が重なる場合があるため、原因・動機の和は自殺者数と一致しない場合があります。 

 

○原因・動機別自殺者割合（平成３０年～令和４年の合計値） 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料をもとに作成 

「原因・動機別自殺者数（座間市）」を見ると、令和４年では、健康問題が特に高く、次いで

経済・生活問題、男女問題が続いています。 

「原因・動機別自殺者割合」を見ると、本市では家庭問題、男女問題が全国よりも高くなって

おり、その他の原因・動機別では、おおむね全国を下回っています。  
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（人）

※( )内の数値は各年における本市の自殺者数の合計を記載しています。 
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７．本市の自殺の概要 

下記のデータはあらためて性別、年代別、職業の有無、同居人の有無で自殺者の割合や自殺

死亡率について再集計したものです。 

自殺死亡率が突出して高くなっているのは男性の４０～５９歳の無職者・独居の方となりま

すが、全国自殺死亡率と比較すると、２０～３９歳の無職者・独居の方が大きく全国自殺死亡

率を上回って高くなっています。 

○本市の自殺者の割合、自殺死亡率の全国との比較（グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計（平成２９年～令和３年の合計値） 

 

○本市の自殺者の割合、自殺死亡率の全国との比較（表） 

性別 年齢階級 職業 同独居 自殺者数 割合 
座間市 

自殺死亡率 

推定 

人口 

全国 

割合 

全国自殺

死亡率 

 性 20～39歳 有職者 同居 ６ 6.8% 13.7 8,785.8 6.0% 15.9 
   独居 ７ 8.0% 44.7 3,134.2 3.9% 28.2 
  無職者 同居 ５ 5.7% 44.7 2,236.2 4.2% 52.4 
   独居 ３ 3.4% 151.2 396.8 2.1% 89.0 
 40～59歳 有職者 同居 ８ 9.1% 10.7 14,945.6 10.0% 16.1 
   独居 ３ 3.4% 16.0 3,748.9 4.5% 34.8 
  無職者 同居 ４ 4.5% 66.0 1,211.4 4.6% 97.0 
   独居 ６ 6.8% 224.7 534.1 4.1% 237.0 
 60歳以上 有職者 同居 ２ 2.3% 6.2  6,427.9 4.0% 12.4 
   独居 １ 1.1% 15.7  1,273.4 1.6% 30.2 
  無職者 同居 ４ 4.5% 9.3  8,614.1 11.6% 28.4 
   独居 ５ 5.7% 49.0  2,040.6 7.3% 83.2 

 性 20～39歳 有職者 同居 ０ 0.0% 0.0  6,472.3 1.8% 6.0 
   独居 ２ 2.3% 29.9  1,339.6 1.0% 11.6 
  無職者 同居 ３ 3.4% 11.9  5,056.7 2.9% 15.9 
   独居 ０ 0.0% 0.0 461.4 0.9% 33.4 
 40～59歳 有職者 同居 ２ 2.3% 4.9  8,203.0 2.4% 5.9 
   独居 １ 1.1% 20.5  976.9 0.6% 12.2 
  無職者 同居 ７ 8.0% 15.6  9,001.0 5.1% 16.3 
   独居 １ 1.1% 22.8  876.1 1.4% 43.3 
 60歳以上 有職者 同居 ０ 0.0% 0.0  2,258.3 0.8% 5.6 
   独居 ０ 0.0% 0.0  619.1 0.2% 7.4 
  無職者 同居 ９ 10.2% 12.8  14,080.7 8.7% 12.8 

      独居 ３ 3.4% 15.2  3,953.9 4.1% 20.4 

警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計（平成２９年～令和３年の合計値）  
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８．本市における優先的に対策を行うべき対象群 

これまでの分析より、本市が優先的に対策を行うべき対象群は、以下のようになります。 

〇地域の主な自殺者の特徴（自殺日・住居地） 

上位５区分 

自殺者数 

５年計

（人） 

割合 

自殺 

死亡率 

(10万対) 

背景にある主な自殺の危機経路の例 

１位: 性６０歳以上 

無職同居 
９ １０．２％ １２．８ 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

２位: 性４０～５９歳 

有職同居 
８ ９．１％ １０．７ 

配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕

事の失敗→うつ状態→自殺 

３位: 性２０～３９歳 

有職独居 
７ ８．０％ ４４．７ 

①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間

関係の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）非正

規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

４位: 性４０～５９歳 

無職同居 
７ ８．０％ １５．６ 

近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自

殺 

５位: 性４０～５９歳 

無職独居 
６ ６．８％ ２２４．７ 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計（平成２９年～令和３年の合計値） 

 

〇全国自殺死亡率を上回る座間市自殺死亡率の観点から（差引上位順） 

上位５区分 
(a)座間市

自殺死亡率 

(b)全国 

自殺 

死亡率 

差引 

(a)-(b) 
背景にある主な自殺の危機経路の例 

１位: 性２０～３９歳 

無職独居 
１５１．２ ８９．０ ６２．２ 

①【30代その他無職】失業→生活苦→多重債
務→うつ状態→自殺 

②【20代学生】学内の人間関係→休学→う

つ状態→自殺 

２位: 性２０～３９歳 

有職独居 
２９．９ １１．６ １８．３ 

①非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態→

自殺 

②仕事の悩み→うつ状態→休職／復職の悩

み→自殺 

３位: 性２０～３９歳 

有職独居 
４４．７ ２８．２ １６．５ 

①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人

間関係の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自

殺 

②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）非正

規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

４位: 性４０～５９歳 

有職独居 
２０．５ １２．２ ８．３ 

職場の人間関係＋身体疾患→うつ状態→自

殺 

５位: 性６０歳以上 

無職同居 
１２．８ １２．８ ０．０ 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計（平成２９年～令和３年の合計値） 

「地域の主な自殺者の特徴」を見ると、上位５区分のうち２区分は女性の無職同居、男性で

は４０～５９歳代の自殺者が多いことがわかります。 

また、「全国自殺死亡率を上回る座間市自殺死亡率」を見ると、上位４区分まで独居が占め

ているほか、２０～２９歳の若年層の自殺死亡率が高いことがわかります。 

これらの結果を踏まえ、本市では、全国的に実施することが望ましい項目を基本施策とし

て、自殺者の特徴と背景にある主な自殺の機器経路を参考に子ども・若者、高齢者、生活困窮

者（勤務・経営に関する悩み）への支援を重点施策として対応していきます。 
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９．これまでの取組と評価 

本市では自殺対策基本法の趣旨を踏まえ、自殺対策を総合的に推進してきました。第１期計

画策定時に設定した基本施策と重点施策の内容と評価指標（達成状況）は次のとおりです。 

＜基本施策＞ 

・関係機関との連携強化によるネットワークの強化や、適切な相談先へ早期に繋げること

ができる体制の整備 

・ゲートキーパーの育成研修を通じた、自殺対策を支える人材の育成 

・自殺に追い込まれる状況に陥った人の心情などへの理解を深めるための、さまざまな啓

発・周知活動 

・生きることを阻害する要因を減らし、自己肯定感や信頼できる人間関係の構築など、生

きることの促進要因を増やすための相談支援などの強化 

・児童生徒の自殺を防ぐため、ＳＯＳを自ら出すことができるような教育とそのＳＯＳに

周りが気付くことができる体制の構築 

＜重点施策＞ 

・出産、ＤＶ、育児不安など、ライフイベントに応じた女性への支援 

・ＳＯＳに気付き、必要な社会資源や相談先に繋げるなど、孤立に陥りやすい単身世帯へ

の支援 

＜評価指標と達成状況＞ 

評価指標 内容 達成状況 

座間市自殺対策庁内連絡会 年１回以上開催 達成 

座間市自殺対策連絡協議会 年１回以上開催 達成 

ゲートキーパー研修 
研修の内容について、理解できた参加者の割合が

９０％以上 
達成※ 

啓発チラシの作成・配布 各年度チラシの配布４，０００部 達成 

メンタルヘルスチェックシステム 

「こころの体温計」 
継続的に運用していく 達成 

 

本市ではこれまで、令和５年の自殺死亡率を１６.６以下とすることを目標に、自殺対策を

推進してきました。年によって差はあるものの、令和５年には、数値目標として掲げていた自

殺死亡率を下回る見込みとなっています。 

しかし、年度によってはコロナウイルス感染症拡大による社会情勢の変化などの影響を受

け、全国平均を上回る年もありました。また、自殺者をゼロにすることが最終目標となるた

め、今後も様々な事業の実施や関係機関の支援を続けることで、生きる事への包括的な支援へ

とつなげ、各事業、取り組みについても見直しや評価を続けていく必要があります。 

 

※ざま生涯学習宅配便でのゲートキーパー研修はアンケート未実施のため評価対象外としています。 
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第４章 本市の目標 
○本市の目標 

 

平成３０年～令和４年         令和１０年 

平均自殺死亡率            自殺死亡率 

１５．２             １３．０以下 

 

※自殺死亡率…人口１０万人当たりの自殺者数 

※平均自殺死亡率及び自殺死亡率は、自殺統計を使用 

 

○目標の根拠 

 国は、平成２９年７月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、令和８年までに自殺死

亡率を平成２７年と比べて、３０％以上減少させることを目標として定め、対策を講じてきま

した。この数字は、令和４年１０月に閣議決定された新たな国の自殺総合対策大綱においても

目標となっています。 

国の指針を踏まえ、本市の目標は国の目標数値と同様に令和１０年までに、自殺死亡率「１

３．０以下」を目指すこととします。 

 

 

 

先進諸国の現在の水準まで減少させることをめざし、令和８年までに、平成２７年の自殺死

亡率１８．５（平成２７年人口動態統計数値）を３０％以上減少させ、１３．０以下とする。 

 

 

 

 

 

  

【国の数値目標】 
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第５章 本市の施策 

○施策の体系 

本市では取り組む自殺対策を大きく３つの施策群に分類します。 

全ての市町村が共通して取り組むべきとされている基本施策と、本市における自殺の現状を

踏まえた重点施策、さらに本市ですでに行われている様々な事業を自殺対策と連携して推進す

るためにまとめた、生きる支援に関連する事業・施策です。 

このように施策の体系を定め、それぞれの施策を連動させ「気づく“つなぐ”築く ～いのち

に寄り添う地域社会へ～」の実現を総合的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．生きる支援に関連する事業・施策 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

④生きることの促進要因への支援 ③住民への啓発と周知 

②自殺対策を支える人材の育成 ①地域におけるネットワークの強化 

Ⅰ．基本施策 

１ 子ども・若者への支援 

２ 高齢者への支援 

３ 生活困窮者、勤務・経営に関する悩みへの支援 

Ⅱ．重 点 施 策 
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Ⅰ．基本施策 

１．地域におけるネットワークの強化 

自殺された方の多くが、仕事や収入、多重債務、住居、介護や育児、心身の病気、事故や災害

など様々な状況や社会問題に直面し追い込まれていたにも関わらず、適切な支援を受けていな

かったことがわかっています。誰も自殺に追い込まれることのない社会を実現するためには、

国、県、市、関係団体、市民等が連携・協働し自殺の原因となる様々な問題の解決に取り組み、

すべての人にとって安心して暮らせるまちにすることが大切です。 

本市では庁内各課の連携を図り包括的な支援の充実を目指します。また、庁内だけでなく、

民生委員児童委員や自治会等、それぞれが果たすべき役割を明確化し、共有化を図り、相互の

連携・協働の仕組みを構築することを推進します。 

その他にも、今後一層のネットワーク強化を図るため、精神科医療機関を含めた関係機関・

関係団体等のネットワークの構築や、地域に展開しているネットワーク等を活用し、必要な情

報の共有が可能となる地域プラットフォームづくりを促進します。 

 

２．自殺対策を支える人材の育成 

自殺対策を支える地域社会の形成は重要であり、地域のネットワークを支える人材の育成が

必要です。自殺の多くは、危険因子（失業・経済的な問題・心身の病気等）が複雑に絡みあい、

そこにきっかけとなる出来事が加わって引き起こされます。また、自殺を考えている人は、悩

みを抱えながらも食欲の低下・不眠・飲酒量が増える等の何らかのサイン(以下「自殺の危険性

を示すサイン」という。)を発していることが多いといわれています。悩みを抱えた人が孤立し

ないよう、自殺の危険性を示すサインに早期に気づくことができ、必要な支援や相談につなぐ

ことのできる人材の育成が大切となります。市職員はもとより、地域ネットワークの担い手・

支え手となる地域の関係団体等や市民がゲートキーパーとしての知識を身につけ、身の回りの

人の変化やサインに気づき、適切な対応をとることができるように、ゲートキーパー研修を通

して自殺対策を支える人材を育成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に

気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこ

とです 

 

＜ゲートキーパーの役割＞ 

気づき：家族や仲間、身近な人などの変化に気づいて、声をかける 

傾 聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

つなぎ：早めに専門家に相談するように促す 

見守り：暖かく寄り添いながら、じっくりと見守る 

■ゲートキーパーとは 
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３．住民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという状況は誰にでも起こりうることですが、その状況に陥った人の心

情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深めるとともに、

「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、生きることの包括的支援で

ある」という認知の普及が必要です。 

自殺に追い込まれる状況に陥った場合は、誰かに助けを求めることが適当であるということ

が社会全体の共通認識となるように、本市では引き続き、自殺予防週間や自殺対策強化月間キ

ャンペーンを実施し、積極的にゲートキーパー研修を行います。併せて、うつ病等の正しい理

解に関して普及啓発を推進し、自分の周りにいるかもしれない自殺の危険性を示すサインを発

している人の存在に気づき、相談につなぐことができるよう啓発をしていきます。 

 

４．生きることの阻害・促進要因への支援 

自殺のリスクが高まるのは、自己肯定感や信頼できる人間関係、経済的安定等の生きること

の促進要因よりも、失業や多重債務、生活困窮、病気、孤独等の生きることの阻害要因が上回っ

たときと考えられます。そのため、生きることの阻害要因を減らす取組に加えて、生きること

の促進要因を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させることが重要です。

本市ではこの２つの要因への支援強化に努めます。 

 

（１）自殺リスクの高い人への支援の強化 

自殺リスクの高い人は、さまざまな社会的要因を抱えていることがほとんどです。何かのき

っかけで各窓口に来た際には、当該窓口で対応可能な問題について早急に対応するのはもちろ

んのこと、対応が難しい問題についても、必要に応じて適切な窓口・相談機関へつなげること

で、生きることの阻害要因を減らしつつ、促進要因を増やしていきます。 

また、属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層

的支援体制整備事業などの地域共生社会の実現に向けた取組や、生活困窮者自立支援制度、孤

独・孤立対策、精神科医療、保健、福祉等の各施策との連動性を高め、支援が必要な人に必要な

サポートを届けることができる、誰一人取り残さないまちづくりを促進します。 

 

（２）自殺未遂者への支援 

自殺を試みるほど追い込まれている自殺未遂者の方については、既遂リスクが高まることが

懸念され、医療と地域の連携による包括的な未遂者支援の強化や、自殺未遂者について、生活

上の課題などの確認をする体制の整備が必要です。 

また、必要に応じて自殺未遂者を円滑に精神医療へつなげるための医療連携体制や、様々な

分野の相談機関につなげる他機関連携体制が求められ、本市においても引き続き、関係機関と

の連携強化に努めます。 

併せて、家族等の身近な支援者に対する支援についても充実が求められ、今後、継続的なケ

アができる体制の整備に努めます。  
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（３）遺された人への支援 

 大切な方を自死で失うという経験をされた自死遺族は、心に深い苦しみを抱えており、心の

ケアが必要です。また、学校や、職場等での遺族等に寄り添った事後対応の促進や、ヤングケア

ラーとなっている遺児等への支援が求められるほか、遺族等が直面する行政上の諸手続や法的

問題等への支援体制の整備が重要です。 

また、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮す

るとともに、これらを不当に侵害することのないようにしなければなりません。市、支援機関、

民間団体等の自殺対策に関わる者は、このことを認識して自殺対策に取り組むよう普及啓発を

進めていく必要があります。 

 

５．児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

未来ある未成年の自殺は大変痛ましいものです。そのような事態を招かないために、児童生

徒が社会において今後様々な困難や問題に直面した際に、その対処方法を早い時期から身につ

けることが重要です。学校での人間関係や発達障害など、児童生徒が生きづらさを抱える原因

は様々であることから、将来の自殺リスクの低減や自殺予防を図るため、ＳＯＳの出し方に関

する教育や、誰でもうつ状態になる可能性があるという我が事としての意識の醸成、精神疾患

への正しい理解、障害の早期発見や適切なサポート等、心の健康の保持に係る教育等の推進が

求められています。 

また、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身につける

ための教育は、将来の自殺リスクを減少させる一助となることが期待されています。本市では

引き続き、教育相談事業の推進や、課題解決支援の充実を図り、子どもがＳＯＳを出しやすい

環境の整備に努めます。あわせて、教職員等に対しても、児童生徒にＳＯＳの出し方を教える

だけでなく、大人が子どものＳＯＳを受け止められる体制の構築や、知識や技術の普及啓発に

努めます。 
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Ⅱ．重点施策 

１ 子ども・若者への支援 

我が国の自殺者数は、社会全体としては低下傾向にある一方、未成年者（１８歳未満）の自殺

死亡率は増加傾向となっています。コロナ禍の影響も相まって、令和４年には小中高生の自殺

者数は過去最多となりました。本市においては若年層（特に男性の２０～３９歳）の自殺者割

合が高いことから、若年層の自殺対策が課題となっています。 

児童期では、子ども自身が置かれた状況を客観的に捉えることができず、ＳＯＳを出すきっ

かけが掴みづらいことから、虐待や貧困、ヤングケアラー等、家庭内での問題や子ども自身の

精神状態が顕在化しにくいとされています。文部科学省により、平成３０年度からＳＯＳの出

し方に関する教育の推進が盛り込まれており、本市においても信頼できる大人に助けの声をあ

げられることを目標として施策を推進していく必要があります。 

ライフステージや立場ごとに置かれている状況や自殺に追い込まれている事情が異なってい

ることを踏まえ、支援を必要とする若者が漏れないよう、その人が置かれている状況に沿った

施策を実施することが必要です。併せて、将来への自殺リスクを低減させることにつなげるた

めにも、身近な人に相談できる環境を作り、児童生徒や若者が受ける強い心理的負担へ対処で

きる環境の整備が求められています。 

また、妊娠期からの子育て期間中の切れ目ない支援、障がいの早期発見・早期対応、支援者間

の連携、若年層が相談しやすい相談窓口の周知等の推進も重要となっています。 

これらの課題を踏まえ、本市では、「豊かな心育成推進事業」や「青少年相談業務」等を通じて、

子ども・若者が抱える悩み等に柔軟かつ適切な対応を行い、自殺リスクの早期発見に努めます。 

 

２ 高齢者への支援 

周囲の人々とのつながりの希薄化や健康問題等により、閉じこもりや孤独・孤立状態に陥る

ことで自殺のリスクを抱える高齢者への支援が必要となっています。特に、高齢者は、配偶者

を含め家族や親族との死別、離別などをきっかけに孤独・孤立状態となることが多くなる傾向

にあります。 

また、経済的にも精神的にも強い負担を請け負う８０５０問題など、家族や世帯に絡んだ複

合的な問題も増えつつあります。 

地域包括ケアシステムと連動した事業の展開を図ることや、多様な背景や価値観に対応した

支援や働きかけを行い、高齢者やその支援者が、社会的に孤立することなく、他者と関わるこ

とで生きがいを感じられるような地域づくりを推進することが必要です。 

今後は、「介護予防普及啓発事業」や「生活支援体制整備事業」等を通じて、地域とのつなが

り、生きがい、健康づくり活動を促進し、高齢者への包括的な支援を実施します。  
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３ 生活困窮者、勤務・経営に関する悩みへの支援 

労働者や経営者は、過重労働、職場の人間関係、経営不振、社会情勢等、様々な要因で悩みを

抱え、心身の健康が損なわれやすいとされています。近年では、被雇用者の職場におけるパワ

ーハラスメントや長時間労働を一因とする自殺の発生もあり、自殺リスクを生まない職場環境

の整備が求められています。 

また、職場での勤務問題をはじめとし、それに伴う家庭の不和、生活困窮などが引き起こさ

れた結果、自殺のリスクが高まってしまうという実態もあります。本市においては３０歳から

６０歳代の働き盛りの世代の自殺者が多くなっていることから、職場におけるメンタルヘルス

対策や長時間労働・ハラスメント対策、働き盛り世代の人の健康的な生活習慣の定着、企業経

営に関する相談支援等が必要となっています。 

一方、失業・無職によって生活困窮状態にある方は、単に経済的に困窮しているだけでなく、

心身の健康や家族との人間関係、ひきこもり等多岐にわたっており、それらの要因により必要

な支援や補助等を受けることができず、自殺リスクを抱える人もいます。そうした人々に対す

る働きかけを積極的に行い、必要な支援へとつなぐ体制を強化し、包括的な支援を提供するこ

とが重要となります。 

これらの課題を踏まえ、本市では、「市民相談事業」や「生活困窮者自立支援事業」等を通じ

て、自殺リスクにつながりかねない複合的な問題を抱えている人を早い段階で発見するととも

に、必要な支援につなげます。 
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Ⅲ．生きる支援に関連する事業・施策 

   

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

座間市自殺対

策庁内連絡会

の開催 

自殺対策に係る調査研究の推進。 

情報の収集、整理、分析。 

地域 

福祉課 
   ● 

座間市自殺対

策連絡協議会

の設置 

自殺対策推進のための関係機関や

団体等の情報交換・連携に関する協

議。 

地域 

福祉課 
   ● 

街頭補導業務 
非行が心配される児童・生徒を主な

対象とした声かけパトロール。 

こども 

育成課 
●    

学童保育事業 

就業等により昼間保護者のいない

家庭の小学校児童を放課後及び長

期休業中に学童保育所で保育する。 

こども 

育成課 
●    

地域保健福祉

サービス推進

委員会 

保健、医療、福祉等との連絡調整体

制、支援体制を整備する。 

地域 

福祉課 
   ● 

地域福祉補助

事業 

社会福祉法人等の運営に助成し、地

域福祉の向上と社会福祉協議会事

業等の充実を図る。 

地域 

福祉課 
   ● 

民生委員等活

動支援事業 

民生委員児童委員活動に必要な経

費及び事務的経費を支出。主に、報

酬、旅費、活動費補助金。 

地域 

福祉課 
● ● ● ● 

保護司会活動

事業 

地域福祉活動推進のため、保護司会

の運営を援助し活動の活性化を図

るとともに、地域福祉の向上、充実

を図る。 

地域 

福祉課 
●    
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

地域包括ケア

システム推進 

誰もが住み慣れた地域で安心して

自分らしい暮らしを続けることが

できるよう、「住まい・医療・介護・

介護予防・生活支援」を地域で一体

的に提供する地域包括ケアシステ

ムの実現を目指す。 

長寿 

支援課 
 ●   

地域リハビリ

テーション活

動支援事業 

理学療法士、保健師、看護師といっ

た専門職が、高齢者の能力を評価し

改善の可能性を助言するなど、介護

予防の取組を総合的に支援する。 

（１）住民の通いの場、高齢者クラ

ブ等を対象に、集団及び個別指導の

実施。 

（２）身体能力低下のある高齢者の

生活実態把握。 

（３）実務者会議へ参加し、ケアマ

ネジメント支援の実施。 

（４）支援に関わるボランティア等

への研修。 

長寿 

支援課 
 ●   

地域包括支援

センターの運

営 

高齢者の総合相談業務、地域ケア会

議の開催、高齢者の介護予防に資す

る活動。 

長寿 

支援課 
 ●   

介護者のつど

い（認知症カ

フェ） 

介護を受ける当事者や介護従事者

等が、地域で気軽に集まれる場を開

設することにより、気分転換や情報

交換のできる機会を提供すると共

に地域での見守りの土壌を整備す

る。 

長寿 

支援課 
 ●   
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

高齢者虐待防

止ネットワー

ク推進事業 

地域包括支援センター、民生委員等

の関係機関で構成する高齢者虐待

防止ネットワーク協議会を中心に、

高齢者の虐待防止や早期発見に努

め、高齢者や養護者への支援を行う

とともに、関係機関の連携体制の強

化を図る。 

長寿 

支援課 
  ●     

在宅医療推進

協議会 

地域で安心して暮らす上で必要な

医療･介護を、切れ目なく受けられ

る体制の整備を目指し、医療機関や

介護事業所等の関係機関を構成員

とする協議会を開催し、在宅医療推

進に関する協議を行う。 

長寿 

支援課 
  ●     

自立支援協議

会の開催 

医療・保健・福祉・教育及び就労等

に関係する機関とのネットワーク

構築。 

障がい 

福祉課 
      ● 

コ ミ ュ ニ テ

ィ・スクール

推進事業 

推進協議会での研修や情報交換、保

護者や地域住民への制度の周知等

を通して推進を図る。 

教育 

指導課 
●       

こころ・とき

めきスクール

推進事業 

学校が外部や地域の協力者を積極

的に活用し、特色ある教育活動を継

続的に展開することで、児童生徒の

豊かな心の育成を図り、生き方を学

ぶ教育につなげる。 

教育 

指導課 
●       
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基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

ゲートキーパ

ー研修 

市職員、教職員、保健医療関係者

や市民等を対象としたゲートキー

パーの育成。 

地域 

福祉課 

職員課 

   ● 

認知症サポー

ター養成講座 

誰もが安心して暮らせる地域づく

りを目指して、認知症についての正

しい知識を持ち、認知症の人や家族

を応援する認知症サポーターを養

成する。 

長寿 

支援課 
  ●     

消防職員研修

事業 

消防職員に必要な知識、技術の向上

を図るために必要な教育、研修及び

講習等の対応を行う。 

消防 

総務課 
      ● 

救急救命士養

成事業 

救急救命士養成時に救急業務高度

化教育を学ばせることで検証体制

の充実を図る。 

消防 

管理課 
      ● 

ざま生涯学習

宅配便 

市民の要望に応じて、行政各部の職

員等が地域に出向き市政の説明、専

門知識を伝える講義、講習を行う。 

生涯 

学習課 
      ● 
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基本施策３ 住民への啓発と周知 

事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

自 殺 予 防 週

間・自殺対策

強化月間 

市民への啓発と周知・啓発物品の配

布。 

地域 

福祉課 
      ● 

メンタルチェ

ックシステム 

「こころの体

温計」 

こころの健康状態のチェックシス

テムの利用の案内と相談先の情報

提供。 

地域 

福祉課 
      ● 

情報コーナー

運営事業 

市民への情報提供窓口として、各所

属で保有する行政資料やその他の

資料を収集、整理、保管し、閲覧等

に供する。 

市民 

広聴課 
      ● 

消費生活啓発

事業 

消費生活の安定向上のための啓発

事業の実施。 

市民 

広聴課 
      ● 

しおり作成事

業 

障がい手帳を取得された方に対し、

障がい手帳で利用できるサービス

や制度を一覧にしたしおりを作成

している。 

障がい 

福祉課 
      ● 

障がい者差別

解消推進事業 

障がいを理由とする差別の解消を

推進するため、設置予定である、座

間市障がい児・者基幹相談支援セン

ターに相談窓口を設置するほか、住

民や民間事業者等に対し周知・啓発

を行う。 

障がい 

福祉課 
      ● 
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基本施策４ 生きることの阻害・促進要因への支援 

事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

職員課保健師

の健康相談 

心の健康、職場の対人関係、同僚・

部下が心配等の相談に対応する。 
職員課       ● 

ＤＶ相談事業 

配偶者等からの暴力被害者に対し

て相談や一時保護などの支援を行

う。 

人権・ 

男女共同

参画課 

      ● 

同和・人権啓

発事業（人権

啓発事業） 

月１回(基本的に第２火曜日)、市役

所１階相談室において、法務大臣か

ら委嘱された人権擁護委員による

相談を実施。 

性的マイノリティの当事者が抱え

る様々な問題への理解を深める講

座の開催。 

人権・ 

男女共同

参画課 

      ● 

消費生活相談

事業 

消費生活に関する相談全般に対す

る助言や、被害を受けた方の救済の

あっせんをする。 

市民 

広聴課 
   ● 

市民相談事業 

日常生活での困りごと等の相談を

窓口や電話で受けるほか、市民が抱

える様々な悩みや問題の内容に応

じた専門相談（弁護士による法律相

談等）の機会を設ける。 

市民 

広聴課 
   ● 

徴収の緩和制

度としての納

税相談 

納期限までに納税することが困難

な住民に対し、分割納付等の納税相

談に対応する。 

債権 

管理課 
    ●   

乳幼児健康診

査 

乳幼児の発育や栄養状態、予防接種

の時期や種類など、必要な項目を定

期的に確認する。 

こども 

家庭課 
●       
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

母子健康包括

支援 

妊娠届出時（母子健康手帳交付時）

に専門職（保健師等）の面接をすべ

ての妊婦やその家族に行い、妊娠や

出産、育児に関する情報提供・助言・

保健指導を実施するとともに、妊

娠・出産・子育てに関する各種相談

に応じた支援プランの策定を行う。

アンケート等で家庭や経済的な課

題、精神疾患の病歴等を把握した場

合、継続的な支援のために必要な部

署へつなぐなど、関係機関等への連

絡調整を実施。 

こども 

家庭課 
●       

未熟児訪問指

導 

正常な新生児に比べ生理的に未熟

で、疾病にかかりやすく心身障害を

残すことが多い出生体重２，５００

ｇ未満の未熟児とその保護者が対

象。未熟児を養育する母親が訪問指

導・育児支援教室を通じて家庭内で

安心して養育が出来ることが目的。 

こども 

家庭課 
●       

母子保健相談

指導 

親子相談、親子教室、赤ちゃん教室、

育児相談、幼児教室、母親父親教室、

新生児訪問指導等、事業内容により

臨床心理士や保健師、助産師、栄養

士等により保健指導を実施する。事

業利用者に対し、継続支援が必要な

場合は健診や相談、地区担当保健師

による電話・訪問などでフォローす

る。 

こども 

家庭課 
●       
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

乳児家庭全戸

訪問 

生後４か月までの乳児のいる家庭

すべてに訪問し、母子の心身の状況

や養育環境等の把握を行う。保護者

の育児相談等に応じ、子育て支援に

関する情報提供等を実施。アンケー

ト等で家庭や経済的な課題、精神疾

患の病歴等を把握し、継続支援が必

要な家庭については健診や相談、地

区担当保健師による電話・訪問など

でフォローする。 

こども 

家庭課 
●       

妊婦健康診査 
妊婦や胎児の健康状態など必要な

項目を定期的に確認する。 

こども 

家庭課 
●    

産婦健康診査 

産後間もない時期にある産婦の身

体的機能の回復や授乳の状況及び

精神状態の把握等を行う。産後２週

間、１か月健診時に２種類のアンケ

ートを実施し、課題の有無のスクリ

ーニングを行う。抽出された課題に

対し医師等が聞き取り、精神科等の

医療機関や行政の介入が必要な場

合、連携しながら母子を支援する。 

こども 

家庭課 
●       

産後ケア事業 

家族等から育児支援が受けられな

い者又は育児に不安を抱えている

者で、育児支援を特に要する母子

に、心身の安定と育児不安の解消を

図るために実施するデイサービス

事業と乳房ケア事業を実施。各事業

で不安が解消されないなど、必要に

応じて継続支援を行う。 

こども 

家庭課 
●       
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

次世代育成相

談事業 

親の抱える育児上の疑問、不安、心

配事に対し、専門相談員を配置し、

関係機関と連携して対応する。 

こども 

家庭課 
●    

養育支援訪問

事業 

訪問による家事育児支援を実施す

る事により、安定した子どもの養育

を目指す。 

こども 

家庭課 
●    

子育て支援セ

ンター管理運

営事業 

子育て家庭が抱える育児不安等の

解消を図るため、地域の身近な相談

場所として市内３か所に子育て支

援センターを設置。 

こども 

家庭課 
●    

母子家庭等自

立支援給付金

事業 

（１）自立支援教育訓練給付金 

ひとり親家庭の父母が自主的に行

う職業能力の開発を推進するため、

本自治体が指定した職業能力の開

発のための講座を受講した者に対

して教育訓練終了後に支給する。 

（２）高等職業訓練促進給付金等 

ひとり親家庭の父母の就職の際に

有利であり、かつ生活の安定に資す

る資格の取得を促進するため、看護

師等の資格に係る養成訓練の受講

期間の一定期間について「高等職業

訓練促進給付金」を、養成訓練修了

後に「高等職業訓練修了支援給付

金」を支給する。 

こども 

家庭課 
●  ●  

母子父子寡婦

福祉資金貸付

事業 

２０歳未満の児童を扶養している

ひとり親世帯及び寡婦の経済的自

立の助成と生活意欲の助長を図る

ため、母子父子寡婦福祉資金の貸付

けを行う。 

こども 

家庭課 
●  ●  
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

母子生活支援

施設措置費 

配偶者のいない女子又はこれに準

ずる事情にある女子と、その看護す

べき児童の母子生活支援施設への

入所を実施し、入所施設の実施運営

費を扶助することで、自立の促進の

ためにその生活を支援する。 

こども 

家庭課 
●  ●  

母子・父子自

立支援員設置

事業 

ひとり親家庭等の相談に応じ、その

自立に必要な情報提供及び助言、職

業能力の向上及び求職活動に関す

る支援を行い。生活の安定、児童の

福祉の増進を図るため、母子・父子

自立支援員を配置する。 

こども 

家庭課 
●  ●  

ひとり親家庭

等日常生活支

援事業 

就業等の自立を促進するために必

要な事由や疾病などの事由により

一時的に生活援助、保育サービスが

必要な場合又は生活環境等の激変

により、日常生活を営むのに支障が

生じている場合に、家庭生活支援員

を派遣するなど、ひとり親家庭等の

生活の安定を図る。 

こども 

家庭課 
●  ●  

青少年相談業

務 

義務教育終了後から３０歳未満ま

での青少年とその家族等を対象と

した相談業務。 

こども 

家庭課 
●    

児童扶養手当

支給事務 
児童扶養手当の支給。 

子育て 

支援課 
●  ●  

ひとり親家庭

等医療費助成

事務 

ひとり親家庭等の医療費の助成。 
子育て 

支援課 
●  ●  
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

特定教育・保

育施設及び特

定地域型保育

施設の入所及

び管理運営事

務 

在園児の保護者相談。 
保育・ 

幼稚園課 
●    

清掃事業 
高齢者・障がい者等の戸別訪問によ

るごみの収集を行う。 

クリーン

センター 
 ●  ● 

成人保健事業 

（１）健康相談 

４０歳以上の人を対象に身長、体重

測定、尿検査、血圧測定、栄養相談、

その他 健康に関する相談を行う。

また、随時、電話での相談にも応じ、

受診勧奨や当課事業等の情報提供

を行う。 

健康 

医療課 
   ● 

成人保健事業 

（２）健康教育 

４０歳以上の人を対象に生活習慣

病の予防、健康に関する正しい知識

の普及のため、年２回程度の健康講

座や地域住民からの依頼の健康教

育などを実施。 

健康 

医療課 
   ● 

成人保健事業 

（３）食生活改善推進事業 

健康づくり及び食生活改善につい

て、自主的な取り組みを推進するた

めに、地域の核となって活動する人

材（団体）を支援している。 

健康 

医療課 
   ● 
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

成人保健事業 

（４）健康ざま普及員活動推進事業 

市民が自ら健康を守り育てる活動

として、地域に根差した健康づくり

を推進できるよう、保健師が、座間

市自治会総連合会の１３地区自治

会連合会から推薦された健康ざま

普及員とともに健康づくり施策を

実施している。 

健康 

医療課 
   ● 

２４時間健康

電話相談 

２４時間対応による健康電話相談

事業。主に医療機関の受診前後相談

及び症状に応じた医療機関案内。ま

た、栄養相談、メンタルヘルス相談、

介護相談等も対応している。 

健康 

医療課 
   ● 

国民年金 

国民年金に関する届書、保険料免除

申請書、基礎年金裁定請求書の受

付、相談対応等を行う。 

保険 

年金課 
   ● 

国民健康保険 国民健康保険加入手続き。 
保険 

年金課 
   ● 

自死遺族の会 

自死遺族の会を年３回開催します。 

大切な方を自死で失った方々がつ

どい、それぞれの思いなどを語り合

う場を提供し、自死遺族の心を支え

る活動を行う。 

地域 

福祉課 
   ● 

自立相談支援

事業 

生活困窮者が抱える多様で複合的

な問題につき、生活困窮者からの相

談に応じ必要な情報提供及び助言

を行うとともに、生活困窮者に対す

るさまざまな支援を包括的かつ計

画的に行うことにより生活困窮者

の自立の促進を図る。 

地域 

福祉課 
  ●  
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

住居確保給付

金の支給 

生活困窮者のうち離職等の事由に

より経済的に困窮し、居住困難にな

ったものであって、就職を容易にす

るため住宅を確保する必要がある

と認められるものの対し給付金を

支給する。 

地域 

福祉課 
  ●  

家計改善支援

事業 

生活困窮者に対し、収入その他家計

の状況を適切に把握すること及び

家計の改善の意欲を高めることを

支援するとともに、生活に必要な資

金の貸付けのあっせんを行う。 

地域 

福祉課 
  ●  

就労準備支援

事業 

就労に必要な実践的な知識・技能等

が不足しているだけでなく、複合的

な問題があり、生活リズムが崩れて

いる、社会との関わりに不安を抱え

ている、就労意欲が低下している等

の理由で就労に向けた準備が整っ

ていない生活困窮者に対して、一般

就労に向けた準備として基礎能力

の形成からの支援を計画的かつ一

貫して行う。 

地域 

福祉課 
  ●  
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

子どもの学習

支援事業 

生活困窮者である子どもに対し、学

習を行う事業、生活困窮者である子

ども及び当該子どもの保護者に対

し、当該子どもの生活習慣及び育成

環境の改善に関する助言を行う事

業、生活困窮者である子どもの進路

選択その他の教育及び就労に関す

る問題につき、当該子ども及び当該

子どもの保護者からの相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言をし、並

びに関係機関との連絡調整を事業

等が行う。 

地域 

福祉課 
  ●  

アウトリーチ

等の充実によ

る自立支援機

能強化事業 

アウトリーチ支援員を配置し、社会

参加に向けてより丁寧な支援を必

要とする方に対して、アウトリーチ

等による積極的な情報把握により

早期に支援につなぐことや、支援に

つながった後の集中的な支援を行

うことで、自立支援を強化する。 

地域 

福祉課 
  ●  
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

座間市ひきこ

もりサポート

事業 

ひきこもり状態にある本人が、社会

参加をするための第一歩となる居

場所づくりを行う。対象者等がひき

こもりに関してどこに相談したら

よいのか分かるよう、利用可能なひ

きこもり支援に関する相談窓口や

ひきこもり支援機関の場所や連絡

先等の情報を集約し、その情報を市

民に分かりやすく発信する。なお、

市民への周知に際しては、広く市民

へ情報が届けられるよう努めるこ

と。 

地域 

福祉課 
  ●  

無料職業紹介

事業 

事業所からの求人及び生活困窮者・

被保護者を対象に求職の申込みを

受け、求人者と求職者の間の雇用関

係の成立をあっせんする。 

地域 

福祉課 
  ●  

包括的支援体

制構築ワーキ

ンググループ 

複合的な課題を抱える市民に対し

て、庁内の連携を図り、全ての人が

生きることに希望を持てるよう生

活全般にわたる包括的な支援を提

供する仕組みの整備などを行う。 

地域 

福祉課 
● ● ● ● 

ホームレス状

況調査 

管内のホームレス状況について調

査。 

地域 

福祉課 
    ●   

生活支援体制

整備事業 

高齢者（地域住民）等の困り事に対

する支援策を検討し解決につなげ

る。 

長寿 

支援課 
  ●     

高齢者に関す

る総合相談事

業 

高齢者とその家族の悩みごとや介

護保険等に関する総合相談に対応

する業務。 

長寿 

支援課 
  ●     
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

認知症サポー

ターフォロー

アップ・認知

症総合相談 

介護家族等の介護の不安や負担を

軽減するための専門員による相談

や認知症サポーターのフォローア

ップ機会を設定することで認知症

についての正しい知識や接し方を

より深く学び啓発する機会を設け

る。 

長寿 

支援課 
  ●     

第１号訪問・

通所・生活支

援事業 

事業対象者・要支援１・２の人に対

し、訪問通所サービス及び見守りや

自立支援に資する生活支援サービ

スを提供する。 

長寿 

支援課 
 ●   

地域介護予防

活動支援事業 

住民の主体的な介護予防活動を担

う人材の育成、活動団体の支援を行

う。 

長寿 

支援課 
  ●     

介護予防普及

啓発事業 

高齢者が介護予防の取り組みを学

ぶ教室等を開催する。 

長寿 

支援課 
 ●   

緊急通報シス

テム電話貸与

事業 

専用の緊急通報電話機器及びペンダ

ント（発信機）を貸与し、ひとり暮ら

し高齢者等が急病になった時にボタ

ンを押すことで、緊急通報先（委託事

業者）へ通報される。また、別の発信

機では、ボタンを押すことで健康相談

をすることができる。 

長寿 

支援課 
 ●   

ひとり暮らし

高齢者登録事

業 

市内に居住する６５歳以上のひと

り暮らし高齢者が「ひとり暮らし高

齢者」として登録すると地区担当民

生委員による訪問活動（見守り活動

及び閉じこもり防止活動）が行われ

る。 

長寿 

支援課 
 ●   
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

老人クラブ団

体への補助 

老人クラブ連合会及び年間を通じ

て恒常的かつ計画的に会員の教養

向上、健康の増進、レクリエーショ

ン、地域社会との交流等をする老人

クラブ連合会に加入している老人

クラブに活動費の助成をする。 

長寿 

支援課 
  ●     

介護保険制度 介護保険制度の普及。 
介護 

保険課 
  ●    ● 

障がい福祉サ

ービス 

障がいのある方が地域で自立した

生活が送れるよう、居宅介護や、短

期入所などのサービスを提供する。 

障がい 

福祉課 
      ● 

地域生活支援

事業 

レスパイト目的で障がい者を預か

る日中一時支援事業、障がい者の外

出を支援する移動支援事業、在宅で

入浴が難しい方への訪問入浴サー

ビス事業、日中の活動の場として地

域活動支援センター等がある。 

障がい 

福祉課 
      ● 

障害児通所支

援事業 

障がいのある児童や、障がいの疑い

のある児童を対象に、療育を目的と

した児童発達支援や放課後等デイ

サービスを提供する。 

障がい 

福祉課 
   ● 

障がい者虐待

の対応 

障がい者虐待で通報を受けた際に、

事実確認や今後の支援の方向性に

ついて協議し、虐待の防止に努め

る。 

障がい 

福祉課 
   ● 

計画相談支援

事業 

障がい者が障がい福祉サービスを

利用するにあたり、サービスの利用

計画を作成するとともに、日常の困

りごとの相談に乗る。 

障がい 

福祉課 
   ● 
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

一般相談委託

事業 

市の委託事業で、障がい福祉サービ

スの利用までに至っていない障が

い者やその家族の日常の困りごと

の相談に乗る。 

障がい 

福祉課 
   ● 

生活保護法施

行事務 

被保護者就労支援事業、家計改善支

援事業及び、要保護者から求めがあ

ったときは、要保護者の自立を助長

するために、要保護者からの相談に

応じ、必要な助言を行う。 

生活 

支援課 
  ●  

生活保護にお

ける扶助事務 

生活・教育・住宅・医療・介護・出

産・生業・葬祭扶助。 

生活 

支援課 
  ●  

社会福祉法に

定める現業を

行う所員が行

う事務 

社会福祉法第１５条第４項に規定

するケースワーク業務（家庭等の訪

問による生活状況の確認、生活をお

くる際の必要な助言等を行う。） 

生活 

支援課 
    ●   

中国残留邦人

等生活支援事

業 

特定中国残留邦人等とその配偶者

の方で、世帯の収入が一定の基準に

満たない方を対象に状況を確認し

て、必要な助成を行う。 

生活 

支援課 
    ●   

市営住宅事務 公営住宅の管理事務。 
都市 

整備課 
  ●  

教育委員会安

全衛生委員会 

労働安全衛生法に基づき、労働災害

の防止のため、職場における労働者

の安全と健康を確保する。 

また、学校職員等のストレスチェッ

クを実施し、快適な職場環境の形成

を促進することを目的とする。 

教育 

総務課 
   ● 
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事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

豊かな心育成

推進事業 

「豊かな心を育むひまわりプラン」

を推進するとともに、児童生徒が豊

かな心を育むための様々な取組を

行う。その１つとして、学校でＱＵ

※を実施し、その分析から児童生徒

の学級生活の満足感等を把握する。 

教育 

指導課 
●    

学校図書館司

書派遣事業 

学校図書館書を全小・中学校に配置

することにより、読書活動等を通し

て児童生徒の「豊かな心の育成」を

図る。 

教育 

指導課 
●    

中学校部活動

指導者派遣事

業 

市内中学校の部活動の充実を図る

ため、各校が必要とする、専門的技

術を有する指導者を派遣すること

で、生徒が意欲的に学校生活を送る

ことができるようにする。また、教

員の負担を減らすことにもつなが

る。 

教育 

指導課 
●    

外国人子女日

本語指導等協

力者派遣事業 

日本語指導を必要とする外国人児

童生徒に対して、教員の指導に協力

する者を派遣し、日本語指導や日本

への適応指導の援助等を行うこと

で、児童生徒の学校での生活のしや

すさにつながる。 

教育 

指導課 
●    

教育相談事業 

教育相談員、教育心理相談員、心理

判定支援員、スクールソーシャルワ

ーカーを配置し、児童生徒や保護者

等の電話・来所による相談を行う。

また、巡回教育相談等、学校や教員

の支援も行う。 

教育 

研究所 
●    

※ＱＵ… 級集団をアセスメントし、より適切な支援をするための補助ツール 
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基本施策５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

事業名・施策 内容 担当課 

重点施策 

そ

の

他 

子
ど
も
・
若
者
へ
の
支
援 

高
齢
者
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者 

勤
務
・
経
営
に
関
す
る 

悩
み
へ
の
支
援 

教育支援教室

事業 

教育支援教室「つばさ」において、

心理的要因により学校生活に適応

できない不登校児童生徒を対象に

社会や集団に対する適応指導を行

う。 

教育 

研究所 
●    
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座間市自殺対策連絡協議会 

 

第６章 計画策定の経過 

１．座間市自殺対策庁内連絡会 

○概要 

自殺対策基本法に基づき自殺対策を総合的に推進するため、平成２０年に設置されました。庁内

委員（部課長級）で構成され、これまで自殺対策に係る調査研究の推進、情報の収集、整理、分析を

行ってきました。 

２．座間市自殺対策連絡協議会 

○概要 

市で作成した自殺対策計画案の内容について、日頃より福祉に関わるそれぞれの立場の方から意

見をいただき、計画案をより良くするとともに、関係者間で認識を共有することで、今後行ってい

く自殺対策の地域づくりのきっかけとなりました。 

３．座間市地域保健福祉サービス推進委員会 

○概要 

地域の保健福祉団体や公募市民で構成されている市の諮問機関で、保健、医療その他福祉分野に

おける各種サービスに関し調査審議し、市長に結果報告や、意見を建議する機関です。保健福祉分

野の計画策定の審議なども行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

精神保健福祉関係者 
生活困窮者支援関係者 

地域経済・労働関係者 

地域保健関係者 

警察関係者 

教育関係者 消防関係者 

医療関係者 

地域福祉関係者 

高齢  関係者 

子育て支援関係者 

座間市自殺対策庁内連絡会 

 

福祉団体関係者 

庁内委員(部課長級)で 

構成された会議 

座間市地域保健福祉サービス推進委員会 

 

医療福祉関係者 

保健医療関係者 社会福祉事業従事者 

 識経験者 

公募市民 
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４．パブリックコメント 

○概要 

 ・対 象 者 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所、事業所を有する法人またはその他の団体、

公募事案に利害関係を有する方 

 ・募集期間 令和５年１２月２０日～令和６年１月１９日 

 ・提出方法 持参、郵送、ファクシミリ、電子申請 

 ・意見総数 〇件 
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参考資料 
 

１．自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号） 

 

最終改正：平成２８年法律第１１号 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況に

あり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重

要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の

責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総

合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民

が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊

重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、そ

の妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実

が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な

社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精

神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂

に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合

的に実施されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に

応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 



- 46 - 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を

行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労

働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深め

るよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を

深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合

的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それに

ふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、

関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を

実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第

三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合

的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及

び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければな

らない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書

を提出しなければならない。 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱

（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めなければなら
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ない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内にお

ける自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定め

るものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市

町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）

を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じ

た自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村

に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項

を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することがで

きる。 

 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、

自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策

の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推

進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び

提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行う

ものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対

策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教育

及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持

に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっては、

大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図り

つつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合

いながら生きていくことについての意識の涵（かん）養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強

い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当

該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとす

る。 

  



- 48 - 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれが

ある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関

して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境

の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療

の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医

師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うそ

の他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な

施策を講ずるものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺

の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等へ

の適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす

深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ず

るものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関

する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施

を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣

が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 
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（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備

を図るものとする。 
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２．自殺総合対策大綱（概要） 
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（厚生労働省作成 ＵＲＬ: https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html） 
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３．いのち支える自殺対策推進センターについて 

 

いのち支える自殺対策推進センターは、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

ため、自殺対策を生きることの包括的な支援として推進し、常に自殺対策の現場を意識しつつ当事

者や支援者との対話を繰り返しながら、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研

究及びその成果の活用等の推進に関する法律（令和元年法律第三十二号）が定める指定調査研究等

法人として活動しています。 

自治体の地域自殺対策を支援する活動の一環として、都道府県・政令指定都市の地域センターと

連携し、年度ごとに自治体の先進優良事例を集めたデータベースを作成し、提供しているほか、地

域特性を考慮したきめ細やかな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策パッケージを作成し、地方自

治体の地域自殺対策計画の策定を支援しています。 

また、自殺に関する報道に触れてつらい気持ちになった読者や視聴者が、こころを落ち着けるた

めのＷＥＢページ「こころのオンライン避難所」も公開しています。 

ショッキングな情報に触れたことで心身につらさを感じている方、またはそうした人を支える周

囲の方に向けて、情報から距離を置く対処法や心と身体の緊張を解く方法、悩みを抱えた方に声を

かける際のポイント、相談窓口に関する情報などの情報が掲載されています。 

 

 

４．特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンクとの協定について 

 

ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンクは、誰も自殺に追い込まれることのない生き心地

の良い社会を目指して、「つながり」をキーワードに、社会全体で自殺対策（生きる支援）を推進す

るために様々な事業や活動を行っています。 

本市では、神奈川県内で初めて令和４年２月にＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンクと

自殺対策ＳＮＳ等相談事業における連携自治体事業協定を締結しました。 

ライフリンクがＳＮＳなどで受けた相談において、相談者が座間市民の場合は必要に応じて市に

情報提供をするなど、包括的な自殺対策支援につなげます。 
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５．自殺に傾いている人の特徴とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：神奈川精神保健センター 2018ゲートキーパー（こころサポーター）養成研修資料 

自殺に傾いている人の特徴 

気持ちの 

余裕が 

なくなる 

視野が狭く

なる 

考え方が 

極端になる 

自殺が唯一

の解決法だ

と思い込む 

こころの病 

本当の気持ち 

多くの人は、「死にたい」ではなく、困

難な問題や苦痛から抜け出したい、終わ

らせたいと考えている 

自殺を決意しているわけではなく、「生

きること」と「自殺をする」の間で常に

気持ちは揺れ動いている 

助
け
を
求
め
る
シ
グ
ナ
ル 

キャッチ 
自
殺
予
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